
令和２年度第３回さいたま市地域公共交通協議会 

さいたま市コミュニティバスにおける『バス特』の終了について

（１）バス利用特典サービス『バス特』とは？

〇１ヶ月間（毎月１日～末日）のＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａでのバス利用額に応じ 

て、バス運賃の支払に使用できる「特典バスチケット」が付くサービス。 

・平成１９年のＰＡＳＭＯサービス開始時にＩＣカードの普及促進を目的とし 

て、バス事業者が個々に始めた営業施策である。 

・個々のバス事業者が運輸局に届出を行い実施している営業割引運賃。 

・ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａで乗車すると、自動的にポイントが加算される。 

（１円＝１バスポイント） 

・申込は不要。 

・一定のポイントがたまるとＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａに「特典バスチケット」が 

記録される。 

・「特典バスチケット」は、１０円単位で次回乗車時に優先的に使用される。 

・当サービスを実施している全てのバス事業者・都電などで共通利用可。 

・未使用の「特典バスチケット」の有効期間は、付与された日から１０年間。 
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（２）現状  

〇さいたま市内の一般路線バス（国際興業、東武バスウエスト、西武バス）及び

さいたま市コミュニティバスには『バス特』が適用されている。 

〇一般路線バス（国際興業、東武バスウエスト、西武バス）については、各社と

も『バス特』のポイント及び特典バスチケット付与を今後、順次終了する意向。 

〇終了の理由は以下のとおり。 

①ＩＣカードの普及促進策として導入し、その目的が達成されたため。 

 （参考）ＩＣカード利用率９０％以上 

②新型コロナウイルス感染症の影響に伴い運賃収入が大幅に減少したため。 

 （参考）対前年度比約３割程度減 

〇コミュニティバスについても、一般路線バスと同様に『バス特』を終了したい 

との声が事業者より寄せられている。 

（３）変更案  

 一般路線バス（国際興業、東武バスウエスト、西武バス）各社の『バス特』終

了に合わせ、さいたま市コミュニティバスの『バス特』を順次終了する。 

路線 終了予定時期 運行事業者 

西区 令和３年３月末 西武バス株式会社 

桜区 令和３年２月末 国際興業株式会社 

見沼区 令和３年２月末 国際興業株式会社 

南区 令和３年２月末 国際興業株式会社 

北区 令和３年３月末 東武バスウエスト株式会社 

岩槻区 令和３年３月末 東武バスウエスト株式会社 

（４）理由及びまとめ  

〇ＩＣカード導入から約１０年が経過し、利用率が 90％以上となり、普及促進 

という目的が概ね達成された。 

〇新型コロナウイルス感染症が各社の経営に与える影響は、対前年度比の収入

が約３割程度減と厳しい状況。 

〇このような状況から、一般路線バスにおける『バス特』は順次終了する方向で

あり、コミュニティバスについても、一般路線バスとの整合性や一元管理の観

点から同様に終了していく意向。 

〇ただし、さいたま市コミュニティバスの運賃は「協議運賃※」として協議会の

合意を得た上で、届出を行っているため、ご審議頂きたい。 

※協議運賃：運賃の変更は協議会の合意が必要。（バス特による「特典バスチケット」 

が付くサービスについても運賃と同様の取扱いが必要。） 


